
 

群馬県河川整備計画審査会の位置付け 

 

 

 

 
 

 

河川法第１６条の２第３項 

河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があ

ると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければな

らない。 

 


